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令和２年度の補正予算について
（７月３０日付け知事専決処分）

国の経済対策を活用し、融資枠２,０００億円の融資制度を創設したところ

であるが、中小企業者の資金需要が想定を上回り、早急に融資枠を拡大する必

要があったため、地方自治法第１８０条により、７月３０日付けで知事が専決

処分を行った。

【中小企業振興資金特別会計の補正】：１,３４１億１４９万円

◎制度融資（新型コロナウイルス感染症対応資金）の融資枠拡大
・融資枠 ２,０００億円 → ３,８００億円（＋１,８００億円）

◎利子補給の県独自の上乗せ支援の継続実施
・国負担の３年間に加え、本県独自で実施している４年間の上乗せ支援を８月１４日

保証申込分まで継続実施（８月１４日以前に融資枠２,８００億円に達した場合、

２,８００億円に達した日の保証申込分まで）。

・以後は国負担による３年間の実質無利子・無担保融資を継続。

◎融資枠拡大に伴う損失補償契約の変更及び利子補給にかかる債務負担行為

の補正
・損失補償契約 １２.５億円→２３.７億円（＋１１.２億円）

・令和３～８年度の利子補給 １２３.２億円→１９４.５億円（＋７１.３億円）

補正額（＋７１．３億円）の内訳 Ｒ３・４：３９.６億円（国負担）

Ｒ５～８：３１.７億円（県単独負担）

●新型コロナウイルス感染症対応資金の概要
・融資対象 セーフティネット保証４号、５号、危機関連保証に対応した要件を満た

す中小企業者

・対象資金 経営の安定に必要な事業資金（設備資金・運転資金）

・融資限度額 ４,０００万円

・融資期間 １０年以内（うち据置期間５年以内）

・融資利率 年１.１％以内

・取扱期間 令和２年１２月３１日保証申込受付分

（※令和３年１月３１日までに融資実行したもの）

・利子補給・保証料補助の実施


